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十
二
月
定
例
会
で
は
こ
ん
な
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た

十
二
月
定
例
会
で
は
こ
ん
な
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た

平
成
二
十
三
年
選
挙
か
ら
議
員
定
数
を
二
十
八
人
へ
削
減

十
月
二
十
日
（
火
）

東
京
都
目
黒
区　

八
人

●
つ
や
ま
新
産
業
創
出
機
構
に
つ
い
て

十
月
二
十
一
日
（
水
）

福
島
県
須
賀
川
市　

三
人

●
つ
や
ま
新
産
業
創
出
機
構
に
つ
い
て

十
月
二
十
六
日
（
月
）

高
知
県
南
国
市　

八
人

●
地
域
ブ
ラ
ン
ド
開
発
に
つ
い
て

十
月
二
十
八
日
（
水
）

山
形
県
河
北
町　

九
人

●
あ
ば
グ
リ
ー
ン
公
社
の
運
営
状
況
に
つ
い
て

十
月
二
十
九
日
（
木
）

三
重
県
松
阪
市　

八
人

●
歴
史
文
化
を
活
か
し
た
市
街
地
の
環
境
整

備
に
つ
い
て

　

平
成
二
十
年
十
二
月
議
会
で
設
置
さ
れ
た
「
議
会
改
革
調
査
特
別
委
員
会
」
が
、

本
会
議
初
日
の
十
一
月
三
十
日
に「
最
終
報
告
」を
行
い
、
平
成
二
十
三
年
に
行
わ
れ

る
市
議
会
議
員
選
挙
か
ら
、
議
員
定
数
を
二
十
八
人
に
す
る
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
議
会
改
革
に
関
係
し
て
決
ま
っ
た
主
な
項
目
は
、
左
記
の
と
お
り
で
す
。

◎
特
別
委
員
会
は
、
原
則
廃
止
す
る
。
特
別
な
課
題
が
発
生
し
た
際
に
は
、
必
要
な

　

特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
。

◎
予
算
、
決
算
議
案
は
、
従
来
ど
お
り
、
所
管
の
常
任
委
員
会
の
分
割
審
査
と
す
る
。

◎
議
員
の
活
動
旅
費
に
つ
い
て
は
、
グ
リ
ー
ン
車
両
を
使
用
し
な
い
。

◎
行
政
視
察
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
視
察
報
告
書
を
詳
し
く
し
、
成
果
を
広
く
市
民

　

に
お
知
ら
せ
し
、
行
政
に
十
分
活
か
し
て
い
く
よ
う
努
め
る
。

◎
議
会
の
透
明
性
に
つ
い
て
は
、
市
民
と
の
意
見
交
換
、
議
会
活
動
の
情
報
発
信
、

　

青
空
議
会
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
各
委
員
会
や
会
派
な
ど
に
お
い
て
、
直

　

接
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
聞
く
機
会
を
積
極
的
に
設
け
て
い
き
た
い
。

◎
議
長
の
交
際
費
に
つ
い
て
は
公
開
し
て
い
く
。

　
　

今
後
、
委
員
会
記
録
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
す
る
な
ど
、
よ
り
市
民
に
開

　

か
れ
た
議
会
を
目
指
し
て
将
来
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
、
調
査
研
究

　

を
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

市
議
会
議
員
の
退
職
金
、
費
用
弁
償
、
年
金
な
ど
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん
か

ら
色
々
と
質
問
が
寄
せ
ら
れ
ま
す
。
現
在
の
津
山
市
議
会
議
員
の
「
退
職
金
、年
金
」

な
ど
の
処
遇
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
。

十
一
月
四
日
（
水
）

埼
玉
県
加
須
市　

四
人

●
市
町
村
合
併
の
経
緯
と
合
併
後
の
状
況
に

つ
い
て

十
一
月
五
日
（
木
）

埼
玉
県
川
越
市　

十
一
人

●
津
山
城
備
中
櫓
復
元
整
備
に
つ
い
て

十
一
月
六
日
（
金
）

宮
城
県
釜
石
市　

二
人

●
つ
や
ま
新
産
業
創
出
機
構
に
よ
る
農
工
連

携
に
つ
い
て

十
一
月
十
八
日
（
水
）

北
海
道
北
見
市　

九
人

●
つ
や
ま
新
産
業
創
出
機
構
に
つ
い
て

十
一
月
十
九
日
（
木
）

佐
賀
県
唐
津
市　

十
人

●
行
財
政
改
革
に
つ
い
て

十
一
月
三
十
日
（
月
）

岡
山
県
総
社
市　

六
人

●
広
報
調
査
特
別
委
員
会
に
つ
い
て

議
員
の
処
遇
や
議
員
活
動
の
実
態
に
つ
い
て

し
か
し
、
市
議
会
議
員
の
場
合
は
退
職
金
制
度
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ゼ
ロ
円
で
す
。

◎
市
議
会
議
員
の
退
職
金
制
度
に
つ
い
て

◎
会
議
な
ど
へ
の
参
加
に
伴
う
費
用
弁
償
な
ど

　
　

津
山
市
議
会
の
場
合
は
、
委
員
会
や
本
会
議
、
そ
の
他
の
会
議
の
出
席
に
伴
う

　

費
用
弁
償
、交
通
費
、食
費
は
一
切
支
給
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。特
別
委
員
会
な
ど「
開

　

催
回
数
が
多
く
て
公
費
の
無
駄
遣
い
」
と
の
意
見
を
時
折
聞
き
ま

　

す
が
、
津
山
市
議
会
の
場
合
、
特
別
な
経
費
は
支
払
わ
れ
て
い
ま

　

せ
ん
。

◎
市
議
会
議
員
の
年
金
に
つ
い
て

　
　

議
員
の
年
金
制
度
は
大
き
く
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
ま
ず
、
掛

　

け
金
で
す
が
、
議
員
報
酬
か
ら
月
額
約
七
万
五
千
円
が
引
か
れ
ま

　

す
。
議
員
年
金
は
、
三
期
十
二
年
勤
め
て
支
給
さ
れ
ま
す
が
、
例

　

え
ば
、
三
期
（
十
二
年
）
の
場
合
は
一
箇
月
約
十
一
万
三
千
円
、

　

五
期
（
二
十
年
）
の
場
合
で
一
箇
月
約
十
三
万
円
、
七
期
（
二
十

　

八
年
）
の
場
合
で
一
箇
月
約
十
四
万
九
千
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　

厚
生
年
金
等
を
重
複
し
て
掛
け
て
い
る
議
員
は
、
下
記
の
計
算

　

式
で
算
出
し
た
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
　

国
民
年
金
の
方
は
、
掛
け
金
が
月
額
約
一
万
四
千
円
で
、
二
十

　

五
年
掛
け
て
一
箇
月
約
四
万
一
千
円
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
　

議
員
年
金
の
場
合
は
、
掛
け
金
月
額
約
七
万
五
千
円
を
考
え
ま

　

す
と
、
市
民
の
方
が
思
っ
て
お
ら
れ
る
よ
り
、
案
外
「
議
員
年
金
」

　

も
少
額
と
い
う
の
が
実
態
と
い
え
ま
す
。


